
砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
二
条

﹇
略
﹈

第
二
条

﹇
略
﹈

２

法
第
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
三

﹇
略
﹈

一
〜
三

﹇
略
﹈

四

事
務
所
に
置
く
業
務
主
任
者
が
申
請
者
又
は

そ
の
従
業
員
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
法
人
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
業
務
主

任
者
の
住
民
票
（
都
道
府
県
知
事
が
住
民
基
本

台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
業
務
主
任
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第

一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）

四

事
務
所
に
置
く
業
務
主
任
者
が
申
請
者
又
は

そ
の
従
業
員
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
法
人
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
業
務
主

任
者
の
住
民
票
（
都
道
府
県
知
事
が
住
民
基
本

台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

業
務
主
任
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
五
第
一

項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
る
。）

五
・
六

﹇
略
﹈

五
・
六

﹇
略
﹈

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
十
七
条

第
二
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第

六
条
及
び
第
八
条
（
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
業
務
主
任
者
試
験
の
う
ち
、
公
告
に
係
る

部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
都
道
府
県
の
条
例
、

規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

第
十
七
条

第
二
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び

第
六
条
の
規
定
は
、
都
道
府
県
の
条
例
、
規
則
そ

の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
八
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三

年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

新
藤

義
孝




